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平成 27 年 10 月 20 日（火） 

四街道市報道発表資料 

 

 四街道市内で国勢調査員が調査員証を紛失しました  

 

１ 事案の概要 

（1）遺失物：調査員証 

（2）日時：平成 27 年 10 月 8 日（木）午後７時頃 

（3）場所：四街道市内 

（4）状況 

四街道市の調査員（４０歳代、女性）が、１０月１５日（木）午後６時から調査活

動の準備をしている際、調査員証を紛失していることに気付きました。８日（木）午

後７時に担当調査区内の巡回を終え、自家用車に乗車した際、首からさげていた調査

員証を外していることから、その後に紛失したものと思われます。すぐに、自宅内、

自家用車内、念のため活動経路を捜索しましたが、発見には至りませんでした。 

１０月１６日（金）に調査員から市に連絡があり、市の指示により同日調査員が四

街道警察署へ遺失届を提出しました。その後、調査員は自宅内を中心に、市職員は調

査区内をそれぞれ捜索しましたが発見には至っていません。 

 

（※）国勢調査員は、市町村の推薦により国が任命する非常勤の国家公務員です。 

 

 

 

 

 

 

四街道市の国勢調査員が、調査員証を紛失しました。市民の皆様にお詫び申

し上げます。現在、この調査員証が悪用された事例は確認されていませんが、

「かたり調査」等に悪用される恐れもあります。不審な調査活動等にお気付き

の際は、御連絡ください。 

今後、調査員証等の管理について厳正を期すよう徹底し、再発防止に努めて

まいります。 
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２ 国勢調査実施にあたって 

現在、まだ回答が確認できない方についての調査を進めております。既に御回答さ

れた方に対し、今後調査員が、対象世帯の個人情報をお聞きすることはありません。 

不審な調査活動にお気付きの際は、御連絡ください。 

３ 四街道市の対応 

ホームページを通して市民へお詫びするとともに、引き続き、調査員への注意喚起

を行っていきます。 

４ 千葉県の対応（参考） 

腕章及び調査員証や調査書類の紛失が続いていることから、１０月２日（金）に公

表した「調査世帯一覧」の紛失事案の発生を受け、再発防止のため、同日、平成２７

年国勢調査千葉県実施本部長（千葉県総合企画部長）から市町村長宛て、調査関係書

類の管理について厳正を期すよう通知しました。 

また、県内市町村に対し、今回の事案について情報提供するとともに、調査員証等

の管理について改めて注意喚起を行いました。 

今後、県ホームページにおいて広く県民に注意喚起を行っていきます。 

 ※千葉県は、本件について県政記者クラブへの発表を行っています。 

 

 

お問い合わせ先 

四街道市経営企画部政策推進課 

（国勢調査四街道市実施本部） 

☎ ０４３－４２１－６１６１ 


